
小田原市気象情報提供システム 

事業者選定プロポーザル実施要領 

 

１ システムの概要 

（１） システム名 

小田原市気象情報提供システム 

（２） システムの目的 

  小田原市内及び近隣関連区域における気象災害による風水害の発生が予測される場

合及び災害が発生した場合において、小田原市が、円滑かつ有効に災害応急対策をとる

ことができるように、当該地域の気象リスクを一元管理して情報提供し、小田原市を支

援することを目的とする。 

  （３）システムの内容 

    ア 総合的な気象監視に基づく気象予報 

    イ 24時間体制の気象コンサルティング 

    ウ リアルタイムな気象情報及び機能の提供 

     エ 災害報告書の作成支援 

  （４）契約期間 

     契約の日から令和９年３月 31日まで 

 

２ 事業費上限額 

   1,875,060円 

 

３ 実施形式 

   公募型方式とする。 

 

４ 参加資格  

プロポーザルに参加できる者（提案者になろうとする者）は、次に掲げる要件を全て 満

たす者でなければならない。  

（１）小田原市契約規則（昭和 39 年規則第 22 号）第５条の規定に該当する者であるこ 

と。  

（２）参加申込書の提出期限から候補者の選定の日までの間、小田原市工事等入札参加資

格者の指名停止措置要領に基づく指名停止処分を受けていないこと。  

（３）小田原市競争入札参加資格者名簿において営業種目「物件の借入れ」に登録されて

いる者であること。ただし、小田原市競争入札参加資格者名簿に未だ登録されていな

いが、参加申込書を提出した時点で、該当システムに係る営業種目において現に申し

込み中であり、候補者を選定する期日までに登録が完了する場合は例外とする。もし



くは、以下の必要書類を提出することができる者であること。  

ア 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）※３か月以内に発行されたものの写し  

イ 財務諸表  

ウ 印鑑証明書 ※写し可  

エ 前年度分の納税証明書（国税及び地方税の未納がないものに限る）又は完納証明書 

※写し可  

（４）提出書類やプレゼンテーション、ヒアリングの内容に虚偽がないこと。  

（５）プロポーザル審査委員会の委員が経営又は運営に関与していない者であること。 

（６）気象庁から気象等の予報業務許可を受けていること。許可を受けた「予報の対象と

する区域」に小田原市が含まれていること、かつ、予報期間として、短時間予報（３

時間先以内）、短期予報（３時間先を超え２日間先以内）、中期予報（２日間先を超

え７日間先以内）の許可を受けていること。 

（７）日本国内の行政機関に対して防災に関する気象情報の配信及びコンサルティング

の実施実績があること。  

  

  ５ 募集内容 

（１） 提出期限  

令和８年（2026 年）５月 27日（水）午後５時必着  

（２） 提出先 

〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪 300  

小田原市防災対策課危機管理係  

（３） 提出書類  

ア 誓約書（様式第１号）  

イ 参加申込書（様式第２号）  

ウ 会社概要（任意様式）  

エ 契約実績確認書（様式第３号）  

（４） 提出部数  

正本１部、副本１部 ※副本は複写で可とする。  

（５） 提出方法  

直接持参又は郵送（書留郵便等確実な方法に限る）により提出すること。  

持参の場合は、土・日曜、祝休日を除き、各日午前９時から午後５時までの時間

とする。また、郵送の場合は提出期限必着とする。  

（６） 参加資格の審査及び結果の通知  

提出された参加申込書等により「４ 参加資格」を満たしているかについて審査

し、その結果を参加資格審査結果通知書（様式第４号）により令和８年（2026 年）

５月 29日（金）までに通知する。 



 

６ 選定方法  

公募型プロポーザル方式とし、参加事業者の提案を受けて評価・採点を行い、最優秀提

案者を本業務の優先交渉権者に選定するものとする。  

審査は、「９ 審査項目及び評価基準」及び「10 審査方法」に基づき、小田原市気象情

報提供システムに係るプロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」と いう。）の委員及

び審査委員会事務局が客観的に公平かつ厳正に行うものとする。 

 

７ 質疑・回答  

（１）質問方法  

小田原市防災対策課まで電子メールで送信すること。（様式自由）  

※電子メールを送信した際は、市担当者にその旨を電話連絡すること。  

（２）質問の受付期限 

令和８年（2026年）５月 22日（金）午後５時必着  

（３） 回答  

ア 回答方法  

電話・口頭による対応は行わず、市ホームページに掲載する。ただし、提案内容に

係る事項等、当該質問者の不利益になる場合はこの限りではない。  

イ 回答期限  

令和８年（2026年）５月 25日（月） 

 

８ 企画提案書等  

（１） 提出期限  

令和 8年（2026 年）６月５日（金）午後５時必着  

（２） 提出先  

５（２）と同じ 

（３） 提出書類  

ア 企画提案書提出届（様式第５号）  

イ 企画提案書（任意様式）  

ウ システム管理体制（任意様式） 

エ 見積書 

（４） 留意事項 

ア 企画提案書の用紙は、Ａ４判両面使用（Ａ３判は折込）とすること。  

イ ページ番号は表紙を除き通し番号とし、各ページの下部中央に印字すること。  

ウ 専門的な知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい内容とするこ

と。また、専門用語を使用するときは、注釈を付すこと。 



エ 「９ 審査項目及び評価基準」及び別に掲載する「小田原市気象情報提供シス

テム仕様書」の内容を参考に作成するものとする。 

オ 企画提案書の提出後の追加や修正は認めず、提出書類は一切返還しない。 

カ 必要に応じて補足資料を求める場合がある。 

（５） 提出部数  

12 部（記名版２部（正本１部、副本１部）、無記名版 10部）  

※記名版は、表紙企画提案書及び見積書に提案者名、関連企業名、ロゴマーク等

の提案者を特定できる情報が記載されたものとする。  

※正本は代表者印が必要。副本は複写で可とする。  

※無記名版は、内容は記名版と同じとするが、表紙、企画提案書及び費用見積書

を含めて、提案者を特定できる情報を入れないこと。 

（６）提出方法  

５（５）と同じ  

 

９ 審査項目及び評価基準 

（１）書類審査 

区分 審査項目 評価基準 配点

（点） 

システム管理能力 履行実績 本システムと類似する契約に

関する実績が十分あるか 
２０ 

実施体制 システムを適正に管理できる

実施体制（担当者数、配置数等）

が組まれているか。 

２０ 

実現力 仕様を実現するための提案内

容になっているか。 
２０ 

企業評価 社会貢献 SDGｓ等に対する取組を推進し

ているか。 
１０ 

地域貢献 地域とのつながりを大切にし、

市民や関係事業者等に協力的

な体制や取組が提案されてい

るか。 

１０ 

必要経費 見積金額 費用高騰の抑制につなげるた

めの工夫がされているか。 
２０ 

合計 １００ 

 

 



（２）プレゼンテーション審査 

区分 審査項目 評価基準 配点

（点） 

システム管理能力 工程計画・管理 円滑にシステムの管理をする

ための工夫がされているか。 
２５ 

対応能力 対応作業 市民向けサービスの充実が図

られているか。 
１５ 

障害時の早期復旧のための工

夫がされているか。 
１５ 

提供サービス 提供するサービスに的確性が

あるか。 
１５ 

提案能力 その他 上記の他、仕様以外に独創的か

つ効果的な提案がなされてい

るか。 

３０ 

合計 １００ 

 

 １０.審査方法 

審査委員会事務局（防災対策課）による一次審査（書類審査）、審査委員会による二次

審査（プレゼンテーション審査）を実施する。参加事業者が１者の場合も審査を行う。 

（１） 一次審査（書類審査） 

  ア 審査方法 

   提出された「８（３）提出書類」により書類審査を行う。審査に当たっては、「９

（１）書類審査」に基づいて評価し、参加事業者への順位付けを行い、上位３者を二次

審査（プレゼンテーション審査）対象者として選定する。 

  合計得点が満点の 60%に満たない場合、審査項目のうち１項目以上で０点となった場

合または見積金額が見積限度額を超過する場合は、失格とする。 

 イ 結果通知 

  一次審査の結果は、令和８年（2026年）６月 12日（金）に「プロポーザル審査結果

通知書（一次審査）（様式第６号）により、電子メールで通知する。また、上位３位以

外の者が、選定されなかった理由の説明を求めることができる期間は、令和８年（2026

年）６月 15日（月）から６月 18日（木）までとする。 

(２) 二次審査（プレゼンテーション審査） 

ア 日時 令和８年（2026年）６月 25日（木）※時間は別途通知する。  

イ 場所 小田原市役所本庁舎 ４階 議会会議室  

ウ 実施方法  

・参加事業者によるプレゼンテーションの後、質疑応答を行う。  



・プレゼンテーション及び質疑応答は、非公開で行う。  

・プレゼンテーション及び質疑応答においては、「Ａ社」「Ｂ社」等、参加事業 者

名を伏せて行う。  

・プレゼンテーションは、進行役の指示に従い行うものとする。  

・１事業者当たりの持ち時間は、プレゼンテーション 20 分、質疑応答 15 分とす

る。  

・プレゼンテーションの時間はタイムキーパーが計測し、終了５分前には、進行役

からその旨を告知する。  

・準備及び片付けは、それぞれ５分以内で行うものとする。  

・「８（３）提出書類」以外の資料の追加は、認めないものとする。  

エ 審査方法  

「９審査項目及び評価基準」に基づいて評価し、合計得点が満点の 60％に満たない

場合、審査項目のうち１項目以上で０点となった場合または見積金額が見積限度額

を超過する場合は、失格とする。 

オ 留意事項  

・プレゼンテーションの内容は、自己紹介及び提出した「８（３）提出書類」へ の

記載内容に基づくもののみとする。なお、前段の自己紹介は出席者の紹介に と

どめ、会社の紹介は行わないこと。  

・プロジェクター、スクリーン及びＨＤＭＩケーブルは市で用意する。パソコンは

参加者で用意し、接続の際に、変換機が必要な場合は持参すること。  

 

（３）審査結果  

一次審査及び二次審査の合計得点の最上位者を優先交渉権者とし、次の順位の者を

次点交渉権者とする。最上位者が複数いた場合は、審査委員が協議して優先交渉権者

及び次点交渉権者を選定する。  

審査の結果は、令和８年（2026 年）７月３日（金）に「プロポーザル審査結果通

知書（二次審査）」（様式第６号）により、二次審査の全ての参加事業者に電子メール

で通知する。優先交渉権者として選定されなかった参加事業者が理由の説明を求め

ることができる期間は、令和８年（2026 年）７月６日（月）から８日（水）までと

する。 

優先交渉権者名と次点交渉権者名を、市ホームページ上で選定から１年間公表す

る。 

  

 １１ スケジュール 

① 公表・募集要領、仕様書等の提示 令和８年５月 15日（金） 

② 質疑受付期間 令和８年５月 18日（月）から 



令和８年５月 22日（金）午後５時必着 

③ 質疑回答 令和８年５月 25日（月） 

④ プロポーザル参加申込書の提出期限 令和８年５月 27日（水）午後５時必着 

⑤ プロポーザル参加資格確認通知送付 令和８年５月 29日（金） 

⑥ 企画提案書提出期限 令和８年６月５日（金）午後５時必着 

⑦ 一次審査 令和８年６月９日（火） 

⑧ 一次審査結果通知 令和８年６月 12日（金） 

⑨ 二次審査 令和８年６月 25日（木） 

⑩ 二次審査結果通知 令和８年７月３日（金） 

⑪ 契約締結 令和８年７月 17日（金）予定 

 

１２ 契約の締結  

（１）契約締結の手続き  

優先交渉権者から示された提案書及び見積書の内容を業務委託内容の基本とし、業

務仕様及び契約の詳細を協議の上、受託事業者として決定し業務委託契約を締結する

ものとする。  

なお、協議が合意に至らなかった場合は、次点交渉権者と協議に入るものとする。 

次点交渉権者との協議が合意に至らなかった場合は、３位の者と協議に入るものとす 

る。 

（２）契約保証金  

小田原市契約規則による。 

 

 

１３ 提案の無効に関する事項  

次の項目に一つでも該当するときは、その事業者の提案は無効とする。  

（１）参加資格要件を満たしていないとき。  

（２）提出書類の記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。  

（３）一つの事業者が複数の申請をしたとき。  

（４）所定の日時及び場所に提出書類一式を提出しないとき。  

（５）市が指定する日時に、プレゼンテーション審査に出席しないとき。  

（６）誤字又は脱字等により極端に意思表示が不明確であるとき。  

 

１４ その他  

（１）企画提案書の作成等に要した費用は、全て提案者の負担とする。  

（２）企画提案書に係る事項について、後日ヒアリングを行うことがある。  

（３）提出書類は採否に関わらず返却しない。  



（４）市は提出書類について、「小田原市情報公開条例」の規定による請求に基づき、

第三者に開示することがある。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の

地位 その他正当な利害を害すると認められる情報は非公開とすることができる。  

（５）参加申込後に参加を辞退する場合は、その旨を明記した文書（任意書式）を提

出することとする。  

（６）提出後の提出書類の修正又は変更は認めない。  

 

１５ 応募及び各手続きの問い合わせ先  

〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪 300  

小田原市防災対策課危機管理係 遠藤・穂坂・小林 

電 話：0465-33-1855  

ＦＡＸ：0465-33-1858  

e-mail：bosai@city.odawara.kanagawa.jp 


